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東須磨交番だより
令和７年 

須磨警察署 

☏731-0110 

北朝鮮人権侵害問題啓発週間 
～拉致問題と人権侵害問題についての関心と認識を深めましょう～ 

～拉致被害者等に関する情報提供にご協力をお願いします～ 

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と
連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図るため平成
18年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
が施行されました。 
その第４条で、毎年 12月 10日から 16日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発

週間」と定められています。 
 

警察では、日本人の拉致被害者 17名と、日本国内から拉致された朝鮮籍の姉弟２名
の計 19名を北朝鮮に拉致された被害者と判断し、拉致に関与した北朝鮮工作員など
11名について、逮捕状の発付を得て国際手配し捜査を行っています。 

そのうち兵庫県に関わる拉致被害者は、有 本
ありもと

 恵子
けいこ

さんと田中
たなか

 実
みのる

さんです。 
 
 

｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とは？ 

北朝鮮による「拉致被害者」 

情報提供にご協力をお願いします 

兵庫県警察では、北朝鮮による拉致被害者である有本恵子さん、田中実さんに関す
る情報や「拉致の可能性を排除できない行方不明者」の方々に関する情報の提供を求
めています。 
兵庫県警察ホームページでは事案の概要や顔写真を掲載しているため、心当たりの

ある方は、兵庫県警察本部外事課又は最寄り警察署の警備課まで情報をお寄せくださ
い。 
皆様のご協力をお願いします。 

※ 兵庫県警察本部外事課（078）341-7441（代表） 

詳しくは 

 
兵庫県警察 拉致問題 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 須磨警察署からのお知らせ ～ 


